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〇自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合が
あることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法です。 
〇最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としています。 
〇自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代
理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか
等を確認しましょう。 
〇工事を依頼する際は複数の業者から見積りを取るようにしましょう。 
お困りの際は、市町の相談窓口又は山口県消費生活センターまでご相談ください。 

参照先：国民生活センター見守り新鮮情報：http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen137.pdf 

業者から「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷
んでいることを話すと、「火災保険で修理できる」と言われ、後日業者が調査に来るこ
とになっている。保険金が出るなら修理したいと思うが、注意することはないか。 



注意情報 

お知らせ 

１ ガストーチを点火したところ、破裂し、 
 やけどを負った。 
【原 因】 

ガストーチのガス流路が虫の巣で塞がっ
ており、点火時の火花がガスに引火した。 
２ レジャー用折りたたみ椅子に腰かけ 
 たところ、座面生地が破れ、転倒した。 
【原 因】 

日の当たる場所に放置していたため、日
光等の影響で化学繊維の座面生地が劣
化した。 

事例紹介 注意点 

１ ガストーチ使用の際は、ゴミや泥が付 
 いた状態で使用しないでください。また、 
 ガストーチとガスカートリッジの取付け 
 状態もよくご確認ください。 
２ レジャー用折りたたみ椅子等は、使用 
 前に変色や破れ、プラスチック部分の  
 ひび割れ等がないか確認ください。また、 
 取扱い説明書の指示にしたがって、適 
 切な場所で保管してください。 

山口県消費生活センターでは、県内の公民館や学校などの学習会に、
無料で消費者講座の講師を派遣します。 
 

講師の派遣を希望される場合は「講師派遣申請書」をダウンロードして、
郵送・ＦＡＸ・メール等でお申し込みください。 
 
申込日により派遣できないことがありますので、 
申請はお早めにお願いします。 

参照先：独立行政法人製品評価技術基盤機構（PSマガジン） 

http://2.bp.blogspot.com/-fkwEUwqo0mc/UsZuDHlJIiI/AAAAAAAAc2s/u_Lixdwgpo4/s800/muryou.png
http://4.bp.blogspot.com/-GAVYMoV3F4M/UZYk0hIarTI/AAAAAAAATGc/A05ffniZ3i8/s800/job_senesi.png


お知らせ 

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。 


